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○他機関給費研修の取扱いに関する内規 

 

（目的） 

第１条 この内規は、教育職員特別研修規程（以下「規程」という。）第16条の規定に基づき、他

機関給費により研修する場合の取扱いに関して必要な事項を定める。 

（候補の推薦の期限） 

第２条 学部長等は、他機関給費研修者の候補の推薦をその都度行うことができる。 

２ 前項の推薦は、他機関給費研修者候補推薦書（様式第１）のほか、他機関から支給を受ける給

付の内容を証明する書類を基に行う。 

（書類の提出） 

第３条 他機関給費研修の決定を受けた者は、次の書類を、学部長等を通じて学長に提出する。 

（１） 研修計画書（様式第２） 研修開始（海外研修は出発）１ヵ月前までに提出 

（２） 研修機関の受入承諾書（受入期間の記載のあるもの） 

（３） 研修期間中の居所（変更ある場合は変更の都度）の届出 

（４） 研修開始届（様式第３） 研修開始１週間前までに提出 

（５） 研修終了届（様式第３） 研修終了後１週間以内に提出 

（研修規程の適用除外等） 

第４条 他機関給費研修者には、教育職員特別研修規程第５条、第10条、第12条及び第15条の規定

は適用しない。 

２ 他機関給費研修者に対する研修期間中の給与は、他機関から支給を受ける給費等を勘案して、

財務委員会の議を経て学長が支給の可否及び支給の額を決定する。 

３ 他機関給費研修者が研修終了後、研修期間に相当する期間内に本学を退職した場合には（本人

の死亡その他やむを得ない事由による場合を除く。）、その研修期間は「退職金規程」の適用に

ついて在職期間に算入しない。 

（報告義務の内容） 

第５条 他機関給費研修者は、研修終了後２ヵ月以内に、次の報告書を提出しなければならない。 

（１） 実績報告書（様式第４） 

（２） A４版リポート（様式任意 8,000～20,000字相当） 

（再研修の資格） 

第６条 他機関給費研修（私学研修福祉会助成対象者を除く。）の終了者が特別研修を申し出る場

合は、細則第８条第１項に規定する経過年数を１年短縮する。 

２ 特別研修の終了者が他機関給費研修を申し出る場合は、細則第８条第１項に規定する経過年数

を１年短縮する。 

（研修規程の準用） 

第７条 この内規に定めのない事項については、規程及び細則を準用する。 

（内規の改廃） 

第８条 この内規の改廃は、研究委員会、研究政策・企画会議、常務理事会、大学運営会議及び大

学協議会の議を経て、学長が決定する。 

附 則（制定） 

この内規は、2017年４月１日から施行する。 

（略） 

附 則（ガバナンス体制の見直しに伴う改正） 

この内規は、2025年４月１日から施行する。 




